
告

示

札
幌
ス
ク
ー
ル
オ
ブ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
専
門
学
校
文
化
・

教
養
高
等
課
程
総
合
芸
術
科

平
成
二
十
七
年
三
月
一
日

秋
田
公
立
美
術
大
学
附
属
高
等
学
院
工
業
高
等
課
程
工

芸
美
術
科

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

秋
田
公
立
美
術
大
学
附
属
高
等
学
院
文
化
・
教
養
高
等

課
程
デ
ザ
イ
ン
科

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

表
七
郡
山
ド
レ
ス
メ
ー
カ
ー
専
門
学
校
家
政
高
等
課
程
洋
裁
科
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

国
際
ア
ー
ト
＆
デ
ザ
イ
ン
専
門
学
校
文
化
教
養
高
等
課

程
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
総
合
学
科

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日

大
竹
高
等
専
修
学
校
家
政
高
等
課
程
服
飾
科

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

大
竹
高
等
専
修
学
校
調
理
高
等
課
程
調
理
科

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

武
蔵
野
東
高
等
専
修
学
校
文
化
教
養
高
等
課
程
総
合

キ
ャ
リ
ア
学
科

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

東
海
文
化
専
門
学
校
服
飾
・
家
政
高
等
課
程
未
来
デ
ザ

イ
ン
科

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

平成™�年™月›日 火曜日 第�™™™号官 報

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省

令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
号
様
式
備
考
^
を
削
り
、備
考
_
を
備
考
^
と
し
、

備
考
`
か
ら
備
考
e
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
外
務
省
告
示
第
三
十
七
号

平
成
二
十
六
年
一
月
十
七
日
に
ダ
ル
エ
ス
サ
ラ
ー
ム

で
、
ニ
ュ
ー
バ
ガ
モ
ヨ
道
路
拡
幅
計
画
の
た
め
の
贈
与
に

関
す
る
平
成
二
十
二
年
五
月
三
十
一
日
付
け
の
取
極
の
修

正
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
タ
ン
ザ
ニ
ア
連

合
共
和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

内
容

贈
与
の
限
度
額
を「
五
十
億
九
千
五
百
万
円
」

に
改
め
る
。

２

署
名
者

日

本

側

岡
田
眞
樹
在
タ
ン
ザ
ニ
ア
大
使

タ
ン
ザ
ニ
ア
側

サ
バ
シ
ウ
ス
・
リ
ク
ウ
ェ
リ
レ
財
務

次
官

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

外
務
大
臣

岸
田

文
雄

〇
外
務
省
告
示
第
三
十
九
号

平
成
二
十
六
年
一
月
十
七
日
に
ホ
ニ
ア
ラ
で
、
ホ
ニ
ア

ラ
港
施
設
改
善
計
画
（
詳
細
設
計
）
の
た
め
の
贈
与
に
関

す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
政
府
と

の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

ホ
ニ
ア
ラ
港
施
設
改
善
計

画
（
詳
細
設
計
）
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
役
務
の

購
入

２

贈
与
の
限
度
額

五
千
二
百
万
円

３

贈
与
の
供
与
期
限

平
成
二
十
八
年
四
月
十
七
日
ま

で
４

署
名
者

日

本

側

中
嶋
敏
在
ソ
ロ
モ
ン
大
使
館
大
使

ソ
ロ
モ
ン
側

コ
ン
ネ
リ
ー
・
サ
ン
ダ
カ
バ
ト
ゥ
開
発

計
画
・
援
助
調
整
大
臣

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

外
務
大
臣

岸
田

文
雄

〇
外
務
省
告
示
第
三
十
八
号

平
成
二
十
六
年
一
月
十
七
日
に
ダ
ル
エ
ス
サ
ラ
ー
ム

で
、
ダ
ル
エ
ス
サ
ラ
ー
ム
送
配
電
網
強
化
計
画
（
詳
細
設

計
）
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換

が
タ
ン
ザ
ニ
ア
連
合
共
和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

ダ
ル
エ
ス
サ
ラ
ー
ム
送
配

電
網
強
化
計
画
（
詳
細
設
計
）
を
実
施
す
る
た
め
に
必

要
な
役
務
の
購
入

２

贈
与
の
限
度
額

三
千
二
百
万
円

３

贈
与
の
供
与
期
限

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

４

署
名
者

日

本

側

岡
田
眞
樹
在
タ
ン
ザ
ニ
ア
大
使

タ
ン
ザ
ニ
ア
側

サ
バ
シ
ウ
ス
・
リ
ク
ウ
ェ
リ
レ
財
務

次
官

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

外
務
大
臣

岸
田

文
雄

〇
外
務
省
告
示
第
四
十
号

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
に
ト
ビ
リ
シ
で
、
グ
ル
ジ

ア
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交

換
が
グ
ル
ジ
ア
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

経
済
社
会
開
発
努
力
推
進

に
寄
与
す
る
た
め
、
両
政
府
の
関
係
当
局
が
合
意
す
る

生
産
物
及
び
役
務
を
購
入
す
る
た
め
の
資
金
の
贈
与

２

贈
与
額

二
億
円

３

署
名
者

日

本

側

貝
谷
俊
男
在
グ
ル
ジ
ア
大
使

グ
ル
ジ
ア
側

ノ
ダ
ル
・
ハ
ド
ゥ
リ
財
務
大
臣

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

外
務
大
臣

岸
田

文
雄

表
十
三
大
竹
高
等
専
修
学
校
調
理
高
等
課
程
食
物
科
の
項
中
「
平
成
十
六
年
四
月
一
日
」
の
下
に「（
平
成
二
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

表
五
秋
田
公
立
美
術
工
芸
短
期
大
学
附
属
高
等
学
院
工
業
高
等
課
程
工
芸
美
術
科
の
項
中「
平
成
十
五
年
四
月
一
日
」

の
下
に「（
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
表
秋
田
公
立
美

術
工
芸
短
期
大
学
附
属
高
等
学
院
文
化
・
教
養
高
等
課
程
デ
ザ
イ
ン
科
の
項
中
「
平
成
七
年
四
月
一
日
」
の
下
に「（
平

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。表

九
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
自
立
支
援
局
塩
原
視
力
障
害
セ
ン
タ
ー
高
等
課
程
あ
ん
摩
マ
ッ

サ
ー
ジ
指
圧
、
は
り
、
き
ゅ
う
科
の
項
中
「
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
」
の
下
に「（
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
に
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

表
十
三
大
竹
高
等
専
修
学
校
家
政
高
等
課
程
家
政
科
の
項
中
「
平
成
十
六
年
四
月
一
日
」
の
下
に「（
平
成
二
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

表
十
三
武
蔵
野
東
技
能
高
等
専
修
学
校
文
化
教
養
高
等
課
程
総
合
キ
ャ
リ
ア
学
科
の
項
中
「
平
成
二
十
三
年
三
月
一

日
」
の
下
に「（
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
表
武
蔵
野

東
技
能
高
等
専
修
学
校
文
化
教
養
高
等
課
程
体
育
科
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

表
二
十
一
東
海
文
化
専
門
学
校
服
飾
・
家
政
高
等
課
程
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ク
リ
エ
イ
ト
科
の
項
中
「
平
成
十
四
年
四
月

一
日
」
の
下
に「（
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
表
東
海

文
化
専
門
学
校
服
飾
・
家
政
高
等
課
程
服
飾
科
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

表
二
十
二
家
政
専
門
学
校
緑
ヶ
丘
女
学
院
家
政
高
等
課
程
家
政
科
の
項
中「
昭
和
六
十
二
年
三
月
一
日
」の
下
に「（
平

成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
表
菊
武
ビ
ジ
ネ
ス
専
門
学
校

商
業
実
務
高
等
課
程
商
業
科
の
項
中
「
平
成
十
年
四
月
一
日
」
の
下
に「（
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該

課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

〇
文
部
科
学
省
告
示
第
十
七
号

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
五
十
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
教

育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
三
号
の
専
修
学
校
の
高
等
課
程
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
三
号
の
専
修
学
校
の
高
等
課
程
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
三
号
の
専
修
学
校
の
高
等
課
程
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学

省
告
示
第
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
文
中
「
表
四
十
五
」
を
「
表
四
十
六
」
に
改
め
る
。

表
一
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
自
立
支
援
局
函
館
視
力
障
害
セ
ン
タ
ー
高
等
課
程
あ
ん
摩
マ
ッ

サ
ー
ジ
指
圧
、
は
り
、
き
ゅ
う
科
の
項
中
「
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
」
の
下
に「（
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
に
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
表
札
幌
高
等
専
修
学
校
商
業
実
務
高
等
課
程
経
理
科
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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